
 

 

 

令和５年３月 

保護者の皆様へ 

富久ソラのこども園ちいさなうちゅう（分園） 

 

令和４年度 私立子ども園の施設型給付費について 
 

保育の必要性の認定を受けたお子さんが、子ども園を利用した場合、その費用に対し給

付費が支給されます。この給付費のことを「施設型給付費」といいます。 

ただし、施設型給付費については、利用者の皆さんに直接支給するものではなく、区か

ら施設に支払うしくみ（法定代理受領と言います）となっています。法定代理受領を行っ

た場合、本来皆様が受け取るべき給付額を区から保護者の皆様へ通知する旨条例で定めら

れていることから、今回、施設型給付費の額をお知らせするものです。 

 

※ このお知らせは令和４年度における施設型給付費の概算額を報告するものです。 

これにより、追加の給付や保育料の支払・還付が発生することはありません。 

※ 私立保育園に通っているお子さんについては、施設に対して給付費に代わる委託費が

支払われているため、このお知らせの対象外となります。 

※ 認可を受けていない保育施設（認証保育所など）については、この給付制度の対象に

はなりません。 

 

１ 施設型給付費とは 
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 ※ 施設型給付費とは、お子さん一人当たりの保育に要する経費のうち、国が定めた基

準で算定した額（公定価格）から保育料を差し引いた公費による負担額です。 

施設型給付費 ＝ 国が定める経費の基準額（公定価格） － 利用者負担額（保育料） 

 

子ども園運営経費 総額 

国が定める経費の基準額 

（公 定 価 格） 
国基準を超える部分 

保育料 
その他 負担額 

施設型給付費 
（公費負担） 

【例】 0歳児(保育標準時間認定、保育料階層 D16、保育料月額 38,500円の場合) 
施設型給付費(年額 2,155,250円)＝公定価格(年額 2,617,250円)－保育料(年額 462,000円) 


